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第１章 「駒ヶ根市都市計画マスタープラン」の改定にあたって 

 

1. 「都市計画マスタープラン」とは 

都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2「市町村の都市計画に関する基本的な方針」

に基づき、市町村が市民の意見を反映させ、都市計画区域だけにかかわらず全市的に、将来のま

ちのあるべき姿やまちづくりの基本的な方向性を示すものです。 

 

 

 

2. 都市計画マスタープランの計画期間 

本計画は平成 45 年度を目標年次とし、併せて都市施設の整備目標を平成 35 年度とします。 
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3. 都市計画マスタープランの位置付け 

駒ヶ根市都市計画マスタープランは、国や県の広域的な計画との整合性を図るとともに、県が

策定する「駒ヶ根都市計画区域の整備・開発・保全の方針」（区域マスタープラン）、市の上位計

画としての「駒ヶ根市第４次総合計画」「駒ヶ根市国土利用計画」などに基づいて定める都市づ

くりのマスタープランとなるものであり、今後の都市づくりに関する個別・具体的な計画の決定

や見直しの際の根拠となるものです。 

個別計画の実施レベルでの内容について規定するものではなく、本市の将来像を明らかにする

ことを通じて、具体的な都市づくりの実現に向けた方向性を示すものです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■  国土形成計画（全国計画） 

■■  長野県中期総合計画 

■■  長野県土地利用基本計画 

■■  駒ヶ根都市計画区域マスタープラン 

■■  長野県新総合交通ビジョン 

国・県の上位計画 

■■  駒ヶ根市第４次総合計画（現在策定中） 

■■  駒ヶ根市国土利用計画（現在策定中） 

駒ヶ根市の上位計画 

■■  全体構想（基本理念・将来都市像・基本目標） 

■■  具体的整備構想 

■■  地域別構想 

駒ヶ根市都市計画マスタープラン 

即して設定 

具体的なまちづくりの展開 

各部門別の個別計画 

 

 
［都市施設関係］ 

駒ヶ根市都市計画道路見直し 

駒ヶ根市道路整備プログラム 

伊南バイパス沿線土地利用指針 

駒ヶ根市公園施設長寿命化計画 

駒ヶ根市水道ビジョン 

駒ヶ根市『水循環・資源循環のみち 2010』構想 

駒ヶ根市下水道マスタープラン 

駒ヶ根市地域公共交通総合連携計画 

［まちづくり関係］ 

駒ヶ根市緑の基本計画 

駒ヶ根市景観計画 

駒ヶ根市中心市街地活性化基本計画 

上伊那テクノバレー地域産業活性化基本計画 

駒ヶ根市住宅マスタープラン 

［環境関係］ 

駒ヶ根市第 2次環境基本計画 

駒ヶ根市地域新エネルギービジョン 

［防災関係］ 

駒ヶ根市地域防災計画 

駒ヶ根市耐震改修促進計画 
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4. 駒ヶ根市都市計画マスタープラン改定の背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[目標年度]  2023年度（平成 35 年度） 

[将来像]   愛と誇りと活力に満ちた駒ヶ根市 

[将来人口] 30,900 人（行政区域） 

[都市づくりの理念] 

1.活力あふれる産業のまちづくり 

2.子どもたちが夢と希望にあふれるまちづくり 

3.災害に強い安全・安心のまちづくり 

4.豊かな自然を守り、快適に暮らせるまちづくり 

5.健康で安心して暮らせるまちづくり 

6.ともに学び、文化を育むまちづくり 

7.市民が主役のまちづくり 

[目標年度] 2015年度（平成 27 年度） 

[将来都市像] 人と自然にやさしい 

 はつらつとした 

 文化公園都市 

[目標人口] 31,270人（都市計画区域） 

[基本目標] 

1.人と自然にやさしいまちづくり 

2.ゆとりのある快適で便利なまちづくり 

3.地域の個性を生かした活気のあるまちづくり 

4.都市機能の均衡による健全なまちづくり 

5.市民参加のまちづくり 

[目標年度]  2015年度（平成 27 年度） 

[将来像]   人と自然にやさしい 

 はつらつとした 

 文化公園都市をめざします 

[目標人口]  36,770人（行政区域） 

[都市づくりの理念] 

1.安全で調和のとれた「住みたいまち」 

2.自然との共生で「地球にやさしいまち」 

3.安心と思いやりの「人にやさしいまち」 

4.活力ある産業振興で「飛躍のまち」 

5.人づくり・地域づくりで「手をつなぐまち」 

6.市民参加の行政の推進で「参加のまち」 

現行都市計画マスタープラン 駒ヶ根市第 3 次総合計画 

即
し
て
設
定 

[目標年度] 2033年度（平成45年度） 

[将来都市像] 愛と誇りと活力に満ちた駒ヶ根市 

[将来人口]  26,900人（平成35年都市計画区域） 

[基本目標] 

1.活力あふれる産業のまちづくり 

2.だれもが安全・安心して快適に暮らす都市づくり 

3.豊かな自然・文化を守り・育てる都市づくり 

4.市民が主役の都市づくり 

改定都市計画マスタープラン 駒ヶ根市第 4 次総合計画 

・少子高齢化の進展  ・防災、安全安心 

・人口減少時代の到来 ・自然エネルギー 

・低成長時代の到来 

・リニア中央新幹線、三遠南信自動車道を 

活かした地域振興 

・集約型都市づくりの全国展開 

社会・経済等の変化 

国の政策展開 

即
し
て
設
定 

住民意向 



 

 

 


